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生徒の九州大会及び全国大会出場に係るＰＴＡ特別会計からの 

      補助金交付について（内規） 

                                  思斉館中学部ＰＴＡ 

 (趣旨） 

第 1 条 この規定は、思斉館中学部の生徒が、九州・全国中体連大会、または関係機関の

主催の九州規模、全国規模の大会に出場する場合に要する経費、および生徒の安全性を考

えた引率、練習会場の確保、道具の搬送に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに

ついて必要な事項を定めるものとする。 

 

（補助対象大会） 

第２条 補助の対象となる大会は、県予選で九州大会、全国大会へ出場する種目の大会と

し、思斉館中学部ＰＴＡ常任委員会で認めた大会とする。 

 

（補助対象者） 

第３条  補助の対象者は、思斉館中学部の生徒及び職員とする。 

 

(生徒に対する補助金の額） 

第４条 生徒 1 人あたりに対する補助金の額は、別表 1 に定める額とする。 

２ 生徒に対する補助金の額は、一人当たりの補助金の額に大会出場者数を乗じて得た額 

 とする。ただし、金額により思斉館中学部ＰＴＡ常任委員会で上限を決定する場合が 

 ある。 

  また当該大会出場者数は、競技種目ごとのエントリー数を上限とする。 

３ 交付については、年度内に 1 回に限りとして補助する。 

 

（生徒以外に対する補助金） 

第５条 引率や道具運搬等にかかる生徒以外に対する補助金については、県費引率旅費、

佐賀市各種大会出場補助金交付要綱等を勘案し、ＰＴＡ常任委員会の承認を受けて支給す

るものとする。その場合、職員旅費は全額を、その他は保護者負担が全体の３割になるよ

う補助する。ただし、金額により思斉館中学部ＰＴＡ常任委員会で上限を決定する場合が



第３号議案－⑩ 

 

 - 2 - 

ある。 

（申請等） 

第６条  補助金の申請やその他の手続きは、大会に出場するチームの責任者が行うものと

する。 

２ 申請に関しては所定の用紙を用いる。 

 

（関係書類の保存） 

第７条 補助金の交付を受けた者は、大会出場に係る経費の収支を明らかにした書類を整

備し、ＰＴＡ事務局に提出する。ＰＴＡ事務局は、大会出場後５年間これを保存する。 

 

  附則 

この要項は、平成２２年４月２８日から施行する。 

この要項は、令和４年度改訂し、令和５年４月１日から施行する。
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  エントリー数 

 バスケ １６  サッカー １８  ハンドボール １５  軟式野球 １８ 

 体操 ６  新体操 ８  バレーボール １３  テニス １０ 

ソフトテニス ８  卓球 ８  バドミントン ７  相撲 ５ 

 柔道 ７  剣道 ７  ソフトボール １８  男子駅伝 １１ 

 女子駅伝 ８        

 

 別表 1 

               開催地ごとにおける大会出場者 1 人当たりの補助金の額 

九 州(佐賀、沖縄以外） 沖縄、中国、四国、近畿 中部、関東、東北、北海道 

 ３，０００円 

 泊を伴う場合 

 ５，０００円 

 

１４，０００円 

 

 

２０，０００円 

 

 

備考 

   主催団体及び支部組織が大会出場に係る実費を弁償する場合は、補助金額の額から 

 該当弁償する額を差し引くものとする。 
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申請に関しては、領収書等関係書類を添える。 

校　長 教　頭 係 整理番号

￥ 円也

（　内　訳　）

数　量

上記の金額をPTA特別会計より補助していただくよう申請します。

申請書

PTA会長　様

申請額

但し、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　として、

令和　　　年　　　月　　　日

氏名　　　　　　　　　　　　　　　印　　

品　　　　目 単　　価 金　　額 備　　考

生徒に対する補助金

引率旅費

道具運搬費

合計


